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（
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振
興
課
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三
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告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
錦
町
野
谷
字
岩
ケ
浴
一
一
八
一
一
、
字
八
丁
一
一
八
二
八
の
一
、
一
一
八
二
八
の
二
、
錦

町
広
瀬
字
東
正
畑
一
二
七
九
四
の
六
〇

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国

市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

周
南
市
大
字
大
潮
字
黒
通
一
〇
八
七
八
の
二
六
か
ら
一
〇
八
七
八
の
二
八
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
周
南
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
南

市
経
済
産
業
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
瑞
穂
町
三
丁
目
六
一
三
の
六
、
六
一
三
の
七
、
六
一
三

の
八
、
六
一
四
の
二
及
び
六
一
四
の
二
地
先

四
・
〇～

六
・
〇

六
〇
・
三
平
成
三
〇
、

一
二
、

四

公

告

（
二
八
一
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
務
部
税
務
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

自
動
車
税
納
税
通
知
書
等
作
成
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
月
二
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
イ
セ
ト
ー

京
都
市
中
京
区
烏
丸
通
御
池
上
ル
二
条
殿
町
五
五
二

六

落
札
金
額

三
千
九
百
五
十
二
万
八
千
円

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
二
八
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
八
月
三
日
山
口
県
公
告
（
一
六
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防
府
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
沖
今
宿
店

所
在
地

防
府
市
沖
今
宿
二
丁
目
三
五
〇
八
の
一

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
及
び
廃
棄
物
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
二
八
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
八
月
三
日
山
口
県
公
告
（
一
六
七
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
グ
ラ
ン
宇
部

所
在
地

宇
部
市
明
神
町
三
丁
目
一
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
西
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
西
宇
部
南
四
丁
目
一
三
一
二
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
二
八
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
八
月
三
日
山
口
県
公
告
（
一
六
八
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
長
門
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
長
門
市
経
済
観
光
部
商
工
水
産
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
長
門
店

所
在
地

長
門
市
仙
崎
三
二
二
の
二

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
二
八
五
）
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計

画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
、
変
更
後
の
計
画
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

㈠

基
本
理
念

我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
近
年
全
体
と
し
て
お
お
む
ね
安
定
的
に
推
移

し
て
い
る
が
、
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
資
源
や
資
源
水
準
が
悪
化
し
て
い
る
資
源
も
見
ら

れ
、
本
県
海
域
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て

い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
幹
と
な
る
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当

該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
漁
業
の
経
営
状
況
等
に
十
分

配
慮
し
つ
つ
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
自
主
的
な
海

洋
生
物
資
源
の
管
理
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
た
め
の
適

切
な
資
源
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
漁
業
の
発
展
と
水
産
物
の
供
給
の
安
定
を
図
る
。

㈡

漁
獲
量
及
び
漁
獲
努
力
量
の
管
理

資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
を
実
現
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
一
種
特
定

海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
対
し
て
、
適
切
な
管

理
措
置
を
講
じ
る
。

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に

つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
に
対
し
て
、
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
、
漁
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な

指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

㈢

資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計
画
の
推
進

持
続
的
な
漁
業
生
産
を
確
保
す
る
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
資
源
管
理
の
方
向
性
や
内
容

を
定
め
た
資
源
管
理
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
資
源
管
理
措
置

を
内
容
と
す
る
資
源
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
漁
業
者
等
に
よ
る
作
成
及
び
実
施
を
推
進
し
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
資
源
管
理
を
図
る
。

㈣

そ
の
他
の
方
針

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ

た
数
量
等
に
つ
い
て
は
、
九
か
ら
十
三
ま
で
に
定
め
る
。

二

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び

知
事
管
理
量
に
関
す
る
事
項

二
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本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対

象
と
な
る
期
間
及
び
知
事
管
理
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁

場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す

る
こ
と
が
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
第

一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
に
係
る
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努
力

量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
。

区

分

期

間

知
事
管
理
量

ま
あ
じ

平
成
二
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

四
、
〇
〇
〇
ト
ン

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

七
、
五
〇
〇
ト
ン

ま
い
わ
し

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

若
干

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
ま
で

若
干

平
成
三
十
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で

若
干

三

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の

採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
採
捕
の
種

類
別
の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎

年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
漁

業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
つ
い
て
は
「
若
干
」
と
し
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
つ
い
て
は
明
示
し
な
い
。

区

分

採

捕

の

種

類

数

量

平
成
二
十
九
年

平
成
三
十
年

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業

三
、
二
〇
〇
ト
ン

六
、
〇
〇
〇
ト
ン

〃

小
型
ま
き
網
漁
業

若
干

若
干

〃

敷
網
漁
業

若
干

若
干

〃

す
く
い
網
漁
業

若
干

若
干

〃

定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
定
置
漁
業
（
以
下
「
大
型

定
置
漁
業
」
と
い
う
。
）

若
干

若
干

四

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ

き
施
策
に
関
す
る
事
項

㈠

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る

た
め
、
当
該
漁
業
者
間
の
話
合
い
を
進
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈡

ま
い
わ
し

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈢

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈣

す
る
め
い
か

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が

ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

る
よ
う
に
努
め
る
。

五

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対
象
と
な
る
量
に

関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
管
理

の
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
並
び
に
当
該
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
並
び
に
量
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
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区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
流
網
漁
業

瀬
戸
内
海

平
成
二
十
九
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
三
十
年
六
月
十

六
日
か
ら
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
二
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

平
成
三
十
年
九
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
二

種
漁
業
及
び
手
繰
第
三
種
漁
業
に
限

る
。
）

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

平
成
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
同
年
二
月
十

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

六

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
・
た
い
・
ま
な
が
つ
お
流
さ
し

網
漁
業

安
芸
灘
及

び
伊
予
灘

平
成
二
十
九
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
三
十
年
六
月
十

六
日
か
ら
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

平
成
三
十
年
九
月
一

日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
え
び
こ
ぎ

網
漁
業
及
び
け
た
網
漁
業
に
限
る
。
）

周
防
灘

平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

平
成
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
同
年
二
月
十

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

七

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
す
る
操
業
制
限
等
に
従
っ
て
操
業
す
る
よ
う
に
指
導
す

る
と
と
も
に
、
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
漁
獲
努
力
量
等
が
迅
速
に
知

事
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

八

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
は
、
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る

調
査
及
び
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
。

九

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

本
県
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
、
主
と
し
て
ひ
き
縄
つ
り
漁
業
、
一
本
つ
り
漁
業
及
び
定
置
漁
業

に
よ
り
漁
獲
さ
れ
、
本
県
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
を
通
じ
て
安
定
的
か
つ
持
続
的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
、
国
の
基

本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
本
県
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
、
本
県
の
漁
業
の

実
態
に
応
じ
た
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

知
事
管
理
量
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
に
対
し
指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公

表
等
の
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
。
併
せ
て
、

採
捕
の
数
量
が
本
県
の
知
事
管
理
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
公
表
す

る
と
と
も
に
早
期
是
正
措
置
（
法
第
九
条
第
二
項
の
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
講
じ
る
。

知
事
管
理
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
く
ろ
ま
ぐ

ろ
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
及
び
科
学
的
知
見
が
必
要
で
あ

り
、
当
該
デ
ー
タ
の
蓄
積
及
び
当
該
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
、
山
口
県
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中

心
と
し
、
国
及
び
関
係
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
。

知
事
管
理
量
の
遵
守
を
図
る
観
点
か
ら
、
漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
管
理
の
取
組
を
推
進

す
る
。

十

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
区
分
ご
と
の
知
事
管
理
量
に
関
す
る
事
項

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
区
分
ご
と
の
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び
知
事
管
理
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

区

分

期

間

知
事
管
理
量

五
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三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
小
型

魚
」
と
い
う
。
）

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

八
七
・
九
ト
ン

（
う
ち
〇
・
一
ト
ン

を
留
保
す
る
。
）

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
大
型

魚
」
と
い
う
。
）

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

二
三
・
〇
ト
ン

（
う
ち
〇
・
一
ト
ン

を
留
保
す
る
。
）

十
一

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
関
す
る
事
項

小
型
魚
の
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
型
魚
の
採
捕
の
種
類
別
の
数
量

は
、
定
め
な
い
。

採

捕

の

種

類

数

量

定
置
漁
業

一
七
・
五
ト
ン

定
置
漁
業
以
外
の
漁
業

七
〇
・
三
ト
ン

十
二

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

知
事
管
理
量
及
び
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
を
遵
守
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
管
理
措
置
を
講
じ

る
。

㈠

採
捕
の
数
量
の
報
告
等

県
内
の
漁
業
協
同
組
合
（
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
を
除
く
。
以
下
「
県
内
海
面
漁
協
」
と
い

う
。
）
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
採
捕
の
数
量
を
別
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
報
告
す
る
。

本
県
は
、
当
該
採
捕
の
数
量
の
集
計
結
果
を
県
内
海
面
漁
協
に
通
知
す
る
。

㈡

採
捕
の
数
量
の
公
表

採
捕
の
数
量
が
、
知
事
管
理
量
（
留
保
す
る
数
量
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
採
捕
の
種
類

別
の
数
量
の
七
割
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
点
で
、
当
該
採
捕
の
数
量
を
公
表
す

る
。

㈢

早
期
是
正
措
置

採
捕
の
数
量
の
公
表
後
速
や
か
に
、
早
期
是
正
措
置
を
講
じ
る
。

⚑

小
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
定
置
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら

⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
を
営
む
者
に
対

し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
生
存
個
体
の
放
流
等
に

係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

⚒

小
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
占
め
る

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
以

外
の
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め

る
操
業
日
数
の
削
減
等
に
係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

⚓

大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
知
事
管
理
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
生
存
個
体
の
放
流
等
に
係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

⚔

大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
知
事
管
理
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
操
業
日
数
の
削
減
等
に
係
る
措
置
を
講

じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

㈣

遊
漁
者
及
び
遊
漁
船
業
者
に
対
す
る
指
導
等

県
内
の
漁
業
者
に
対
し
て
管
理
の
取
組
を
指
導
し
た
場
合
は
、
県
内
の
遊
漁
船
業
者
に
対
し
て

も
同
様
の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
国
に
対
し
当
該
指
導
の
内
容
を
速
や
か
に
報
告
す
る
。

国
と
協
力
し
、
釣
り
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
テ
レ
ビ
等
の
媒
体
を
通
じ
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の

管
理
状
況
や
漁
業
者
の
取
組
へ
の
理
解
と
協
力
の
呼
び
か
け
を
行
う
。

十
三

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
命
令

㈠

本
県
の
採
捕
の
数
量
が
、
知
事
管
理
量
の
九
割
五
分
を
超
え
る
と
き
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
行
う
。

㈡

本
県
の
採
捕
の
数
量
が
、
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
の
九
割
五
分
を
超
え
る
と
き
は
、
法
第
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
行
う
。
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（
二
八
六
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷
字
鶴
田
屋
及
び
字
角
屋

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
二
〇
九
番
地
の
一

大
晃
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

七
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平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


